
議案第４０号 

 

木津川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める 

条例の一部改正について 

 

 木津川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年木津川市条例第２６号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

  令和５年８月３１日提出 

 

木津川市長 谷口 雄一 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 「放課後児童健全育成事業の実施について（令和５年４月１２日付けこ成環第５号

こども家庭庁成育局長通知）」が発出され、「放課後児童健全育成事業実施要綱」に

おける放課後児童支援員の資格要件が一部変更されたことに伴い、所要の改正を行う

ものです。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

木津川市条例第   号 

 

木津川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例（案） 

 

木津川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年木津川市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

 

  （下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

１・２ （略） １・２ （略） 

（職員に関する経過措置） （職員に関する経過措置） 

３ 当分の間、第１０条第３項の規定の適

用については、同項中「修了したもの」

とあるのは、「修了したもの（その者の

研修計画を定めた上で、放課後児童支援

員としての業務に従事することとなった

日から２年以内に当該研修を修了する

ことを予定している者を含む。）」とす

る。 

３ 施行日から平成３２年３月３１日まで

の間、第１０条第３項の規定の適用につ

いては、同項中「修了したもの」とある

のは、「修了したもの（平成３２年３月

３１日までに修了することを予定してい

る者を含む。）」とする。 

４ （略） ４ （略） 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
政策等の形成過程の説明資料 

 

議 案 名 
議案第４０号 木津川市放課後児童健全育成事業の設備及び運
営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

担 当 課 学校教育課 学務係 

 
提案事項の概要等 
（必要性、効果等） 

 
 

放課後児童健全育成事業について、事業の内容について定める

通知が改正され、こども家庭庁の通知により放課後児童支援員資

格取得に必要な「認定資格研修」の要件が 2年以内に研修を修了

することを予定している者までを含む緩和措置が図られることと

なったことから、市の条例を改正するものです。 

提案に至るまでの経緯 

・放課後児童健全育成事業の所管が厚生労働省からこども家庭庁
へ移管（４月１日） 
・放課後児童健全育成事業実施要綱（「「放課後児童健全育成事
業」の実施について」（令和５年４月１２日付けこ成環第５号こ
ども家庭庁成育局長通知）別紙）により、放課後児童支援員の要
件の一部変更通知（４月１２日） 
・課内で協議・検討を行い、改正案を決定 

市 民 参 加 の 状 況 
□有  ■無 

 

市総合計画の位置付け 

基 本 方 針 
１ ともに「学び」「喜び」「成長し」未来を生き
る子どもを育むまちづくり 

政 策 分 野 
１ 子育て 
２ 教育 

施 策 

①子育て支援 
ア．子ども・子育て支援事業の推進 
③子どもの健全育成 
ア．子どもの健全育成に向けた地域・学校での取組
みの充実 

概 算 事 業 費 
( 単 位 : 千 円 ) 

■単年度（令和５年度） 
□複数年度（  年度） 

３２９，５０９千円 放課後児童健全育成事業費  
８，７３５千円 児童クラブ運営事業費  

将来にわたる効果及び
経費の状況 

任用当初の資格要件の緩和により、職員の確保や働き方の改
善が期待できます。 



 


